
JP 2009-172186 A 2009.8.6

10

(57)【要約】
【課題】心臓の壁運動の検査の効率化を図る。
【解決手段】超音波診断装置１の記憶部２０には、心筋
の輪郭の形態を表す輪郭画像データ（個別輪郭データ２
１、標準輪郭データ２３）が予め記憶されている。心臓
の動画像データが得られると、超音波診断装置１は、輪
郭画像データに基づく輪郭画像と、得られた動画像デー
タに基づく心臓画像とを重ねて表示部８１に表示する。
更に、超音波診断装置１の画像解析部１１は、輪郭画像
データに基づいて動画像データを解析することにより心
筋の輪郭に相当する輪郭領域を追跡し、その追跡結果に
基づいて壁運動のパラメータを求める。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の心臓に向けて超音波を送信し、前記心臓からの反射波を受信し、前記反射波の
受信結果に基づいて前記心臓の動画像データを生成する生成手段と、
　心筋の輪郭の形態を表す輪郭画像データを予め記憶する記憶手段と、
　表示手段と、
　前記輪郭画像データに基づく輪郭画像と前記動画像データに基づく心臓画像とを重ねて
前記表示手段に表示させる制御手段と、
　前記輪郭画像データに基づいて前記動画像データを解析して心筋の輪郭に相当する輪郭
領域を追跡する解析手段と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記生成手段により現に生成されている動画像データに基づく心臓画
像と前記輪郭画像とを重ねて表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記解析手段は、
　前記動画像データのうちの一フレームの画像データを解析して該画像データ中の輪郭領
域を抽出する抽出手段と、
　前記抽出された輪郭領域に合わせるように前記輪郭画像を変形する変形手段と、
　を含み、
　前記変形後の輪郭画像データに基づいて他フレーム中の輪郭領域を抽出することにより
前記輪郭領域を追跡する、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記記憶手段は、前記輪郭画像データとして、前記被検体の心筋の輪郭を表す画像デー
タを予め記憶する、
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　被検体識別情報を入力する入力手段を更に備え、
　前記記憶手段は、複数の被検体のそれぞれの前記輪郭画像データを被検体識別情報に関
連付けて予め記憶し、
　前記制御手段は、前記入力された被検体識別情報に関連付けられた輪郭画像データを前
記記憶手段から読み出して当該輪郭画像と前記心臓画像とを重ねて表示させ、
　前記解析手段は、前記入力された被検体識別情報に関連付けられた輪郭画像データに基
づいて前記輪郭領域を追跡する、
　ことを特徴とする請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記生成手段は、被検体の心臓に向けて送信された超音波の反射波の受信結果に基づい
て、該心臓の画像データと該画像データの計測深度情報とを生成し、
　前記解析手段は、該生成された画像データを解析して心筋の輪郭に相当する画像領域を
抽出し、該画像領域と前記計測深度情報とに基づいて該被検体についての前記輪郭画像デ
ータを作成する作成手段を含む、
　ことを特徴とする請求項４又は請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記記憶手段は、前記輪郭画像データとして、心筋の輪郭の標準的な形態を表す画像デ
ータを予め記憶する、
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　被検体の特性を表す特性情報を入力する入力手段を更に備え、
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　前記記憶手段は、被検体の複数の特性のそれぞれの前記輪郭画像データを特性情報に関
連付けて予め記憶し、
　前記制御手段は、前記入力された特性情報に関連付けられた輪郭画像データを前記記憶
手段から読み出して当該輪郭画像と前記心臓画像とを重ねて表示させ、
　前記解析手段は、前記入力された特性情報に関連付けられた輪郭画像データに基づいて
前記輪郭領域を追跡する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　被検体識別情報と被検体の特性を表す特性情報とを入力する入力手段を更に備え、
　前記記憶手段は、前記輪郭画像データとして、複数の被検体のそれぞれの心筋の輪郭を
表す画像データを被検体識別情報に関連付けて予め記憶するとともに、被検体の複数の特
性のそれぞれにおける心筋の標準的な形態を表す画像データを特性情報に関連付けて予め
記憶し、
　前記制御手段は、前記入力された被検体識別情報に関連付けられた輪郭画像データを前
記記憶手段から検索し、検索された場合には当該検索された輪郭画像データを読み出し、
検索されなかった場合には前記入力された特性情報に関連付けられた輪郭画像データを読
み出し、前記記憶手段から読み出された輪郭画像データに基づく輪郭画像と前記心臓画像
とを重ねて表示させ、
　前記解析手段は、当該読み出された輪郭画像データに基づいて前記輪郭領域を追跡する
、
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記被検体の特性は、年齢、性別、身長、体重、症例及び病状のうちの少なくとも１つ
を含む、
　ことを特徴とする請求項８又は請求項９に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　被検体の心臓に向けて超音波を送信し、前記心臓からの反射波を受信し、前記反射波の
受信結果に基づいて前記心臓の動画像データを生成する超音波診断装置を制御するプログ
ラムであって、
　前記超音波診断装置に予め記憶された心筋の輪郭の形態を表す輪郭画像データに基づく
輪郭画像と、前記動画像データに基づく心臓画像とを重ねて表示手段に表示させる制御手
段として機能させ、
　前記輪郭画像データに基づいて前記動画像データを解析して心筋の輪郭に相当する輪郭
領域を追跡する解析手段として機能させる、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、超音波診断装置及びこれを制御するプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体に向けて超音波を送信し、体内組織の音響インピーダンスの
差異により生じる反射波を受信し、この受信結果に基づいて被検体内を画像化する装置で
ある。
【０００３】
　超音波診断装置は、超音波振動子を搭載した超音波プローブを体表に接触させるだけの
簡単な操作でリアルタイムに画像を取得できることから、各種臓器の形態診断や機能評価
などに広く用いられている。
【０００４】
　特に近年では、心臓病が増加傾向にあることに伴い、心臓の運動機能評価への適用が注
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目を集めている。心臓の運動機能は、心筋の内膜や外膜の運動状態を解析することにより
把握される。現在では、心臓の動画像における内膜や外膜の動きを自動的に追跡して壁運
動を計測することも可能になっている（たとえば特許文献１を参照）。
【０００５】
　このような自動追跡処理においては、動画像の各フレームにおける内膜や外膜（心筋の
輪郭）に相当する画像領域を抽出する必要がある。この抽出処理は、たとえば、オペレー
タにより輪郭上に手入力された複数の点を通過する近似曲線（スプライン曲線等）を求め
る方法がある。また、心臓の超音波画像に対し、予め用意された辞書データ（輪郭のテン
プレート画像）を用いたパターンマッチングを実行することにより輪郭を抽出する方法も
ある（たとえば特許文献２を参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１４５４２号公報
【特許文献２】特開２００２－１４０６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の超音波診断装置については、次のような問題点が指摘される。まず、従来の超音
波診断装置では、心筋の輪郭を抽出するための初期位置（輪郭上の点）を手入力していた
ため、検査効率の低下が懸念される。
【０００８】
　また、超音波画像の画質が悪いなどの問題によりパターンマッチングや自動追跡を適切
に行えない場合には、画像の収集作業を再度行わなければならないために検査効率が低下
する。このように検査効率が低下すると、検者のみならず被検者に掛かる負担も大きくな
ってしまう。
【０００９】
　この発明は、このような問題を解決するためになされたもので、その目的は、心臓の壁
運動の検査の効率化を図ることが可能な超音波診断装置及びプログラムを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、被検体の心臓に向けて超音波を
送信し、前記心臓からの反射波を受信し、前記反射波の受信結果に基づいて前記心臓の動
画像データを生成する生成手段と、心筋の輪郭の形態を表す輪郭画像データを予め記憶す
る記憶手段と、表示手段と、前記輪郭画像データに基づく輪郭画像と前記動画像データに
基づく心臓画像とを重ねて前記表示手段に表示させる制御手段と、前記輪郭画像データに
基づいて前記動画像データを解析して心筋の輪郭に相当する輪郭領域を追跡する解析手段
と、を備えることを特徴とする超音波診断装置である。
【００１１】
　また、請求項１１に記載の発明は、被検体の心臓に向けて超音波を送信し、前記心臓か
らの反射波を受信し、前記反射波の受信結果に基づいて前記心臓の動画像データを生成す
る超音波診断装置を制御するプログラムであって、前記超音波診断装置に予め記憶された
心筋の輪郭の形態を表す輪郭画像データに基づく輪郭画像と、前記動画像データに基づく
心臓画像とを重ねて表示手段に表示させる制御手段として機能させ、前記輪郭画像データ
に基づいて前記動画像データを解析して心筋の輪郭に相当する輪郭領域を追跡する解析手
段として機能させる、ことを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、心筋の輪郭の形態を表す輪郭画像と心臓画像とを重ねて表示し、輪
郭画像データに基づいて心臓の動画像データを解析して心筋の輪郭に相当する輪郭領域を
追跡することができる。よって、事前に用意された輪郭画像データに基づいて輪郭抽出を
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行うことが可能となり、心臓の壁運動の検査の効率化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　この発明に係る超音波診断装置及びプログラムの実施の形態の一例について、図面を参
照しながら詳細に説明する。
【００１４】
［構成］
　この発明に係る超音波診断装置の実施形態について説明する。この実施形態に係る超音
波診断装置の構成例を図１に示す。
【００１５】
　超音波診断装置１は、超音波プローブ２、送受信部３、信号処理部４、画像記憶部５、
画像生成部６、表示制御部７、ユーザインターフェイス（ＵＩ）８、制御部９、画像処理
部１０を備えている。また、超音波診断装置１には、心電計３０が接続されている。
【００１６】
　超音波プローブ２には、所定のパターンで配列された複数の超音波振動子が設けられて
いる。複数の超音波振動子は、たとえば２次元的に配列されている（２次元アレイプロー
ブ）。このような超音波プローブ２は、体内の３次元領域をスキャンするボリュームスキ
ャンや、複数の断面を繰り返しスキャンするマルチプレーンスキャンなどを行うことがで
きる。また、後述の１次元アレイプローブによる超音波スキャンについても実行可能であ
る。
【００１７】
　なお、超音波プローブ２は、複数の超音波振動子が所定方向（走査方向）に１列に配列
された１次元アレイプローブであってもよい。このような超音波プローブ２は、セクタス
キャン、ラインスキャン、コンベックススキャンなど、各種の超音波スキャンを行うこと
ができる。なお、心臓の画像を取得する際には、セクタスキャンが採用されることが多い
。
【００１８】
　また、１次元アレイプローブを適用する場合、走査方向に直交する方向（揺動方向）に
複数の超音波振動子を揺動させる機構を備えていてもよい。このような構成により、ボリ
ュームスキャンなどを実行することが可能になる。
【００１９】
　超音波プローブ２は、被検体の体表にあてがわれた状態で使用され、被検体に向けて超
音波ビームをスキャンしながら送信する。更に、超音波プローブ２は、超音波ビームの体
内からの反射波をエコー信号として受信する。
【００２０】
　送受信部３は、図示しない送信部と受信部とを備え、超音波プローブ２に電気信号を供
給して超音波を発生させるとともに、超音波プローブ２が受信したエコー信号を受信する
。
【００２１】
　送信部は、制御部９の制御の下、超音波プローブ２に電気信号を供給して所定の焦点に
ビームフォーム（送信ビームフォーム）した超音波を送信させる。
【００２２】
　送信部の構成例を説明する。送信部は、図示しないクロック発生回路、送信遅延回路、
及びパルサ回路を備えている。クロック発生回路は、超音波信号の送信タイミングや送信
周波数を決めるクロック信号を発生する。送信遅延回路は、超音波の送信時に遅延を掛け
て送信フォーカスを実施する。パルサ回路は、各超音波振動子に対応した個別経路（チャ
ンネル）の数分のパルサを内蔵し、遅延が掛けられた送信タイミングで駆動パルスを発生
し、超音波プローブ２の各超音波振動子に供給する。
【００２３】
　受信部は、超音波プローブ２が受信したエコー信号を受信し、そのエコー信号に対して
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遅延処理を行うことで、アナログの受信信号を整相された（受信ビームフォームされた）
デジタルの受信データに変換する。つまり、受信部は、対象とする反射体から各超音波振
動子までの距離に応じてそれぞれ時間的に異なって受信されたエコー信号を、その位相（
時間）を揃えて加算し、焦点の合った１本の受信データ（１走査線上の画像用信号）を生
成する。
【００２４】
　受信部の構成例を説明する。受信部は、図示しないプリアンプ回路、Ａ／Ｄ変換回路、
及び受信遅延・加算回路を備えている。プリアンプ回路は、超音波プローブ２の各超音波
振動子から出力されるエコー信号を受信チャンネルごとに増幅する。Ａ／Ｄ変換回路は、
増幅されたエコー信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延・加算回路は、Ａ／Ｄ変換後のエコー
信号に対して受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与え、加算する。この加算処理
により、受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。
【００２５】
　送受信部３は、制御部９の制御の下、超音波プローブ２に対して所定の時間間隔で電気
信号を供給する。超音波プローブ２は、当該時間間隔で超音波ビームを発信し、その反射
波を当該時間間隔で受信する。それにより、超音波診断装置１は、当該時間間隔をフレー
ム間隔とする動画像データを生成する。
【００２６】
　信号処理部４は、Ｂモード処理部やＣＦＭ処理部やドプラ処理部など、超音波画像の描
画態様に応じた処理部を備えている。送受信部３から出力されたデータは、いずれかの処
理部にて所定の処理が施される。
【００２７】
　Ｂモード処理部は、エコーの振幅情報の映像化を行い、エコー信号からＢモード超音波
ラスタデータを生成する。より具体的に説明すると、Ｂモード処理部は、送受信部３から
送られる信号に対してバンドパスフィルタ処理を行い、その後、出力信号の包絡線を検波
し、検波されたデータに対して対数変換による圧縮処理を施す。
【００２８】
　ＣＦＭ（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎｇ）処理部は、血流情報の映像化を行い
、カラー超音波ラスタデータを生成する。血流情報には、速度、分散、パワーなどの情報
がある。これらの情報はたとえば２値化情報として得られる。より具体的には、ＣＦＭ処
理部は、位相検波回路、ＭＴＩ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）
フィルタ、自己相関器、及び流速・分散演算器を備えている。ＣＦＭ処理部は、組織信号
と血流信号とを分離するためのハイパスフィルタ処理（ＭＴＩフィルタ処理）を行い、自
己相関処理により血流の移動速度、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。そ
の他、ＣＦＭ処理部は、組織信号を低減及び削減するための非線形処理を実行する場合も
ある。
【００２９】
　ドプラ（Ｄｏｐｐｌｅｒ）処理部は、送受信部３から出力される受信信号を直交検波す
ることによりドプラ偏移周波数成分を取り出す。更に、ドプラ処理部は、ドプラ偏移周波
数成分に対してＦＦＴ処理を施して、血流速度を表すドプラ周波数分布を生成する。
【００３０】
　信号処理部４は、信号処理後の超音波ラスタデータを画像記憶部５に出力する。画像記
憶部５は、信号処理部４から超音波ラスタデータを受けて、この超音波ラスタデータを記
憶する。
【００３１】
　また、超音波プローブ２と送受信部３によりボリュームスキャンが行なわれた場合、信
号処理部４は、このボリュームスキャンにより得られるエコー信号に基づいてボリューム
データを生成する。この処理は、たとえば、複数の断面におけるＢモード画像（断層像）
を生成し、これら断層像のスタックデータを生成し、このスタックデータに補間処理等を
施してボクセルを生成することにより行う。画像記憶部５は、信号処理部４からボリュー
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ムデータを受けて、このボリュームデータを記憶する。
【００３２】
　また、画像記憶部５はフレームメモリを含んでいてもよい。フレームメモリは、たとえ
ば、動画像を観察しているときにオペレータがフリーズさせたフレームを一時的に記憶す
るために用いられる。
【００３３】
　画像生成部６は、画像記憶部５に記憶されている超音波ラスタデータに基づいて画像デ
ータを生成する。画像生成部６は、ＤＳＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔ
ｅｒ：デジタルスキャンコンバータ）を備えている。ＤＳＣは、走査線信号列で表される
信号処理後の超音波ラスタデータを、直交座標で表される画像データに変換する（スキャ
ンコンバージョン処理）。前述のＢモード処理部にて信号処理が施された場合、画像生成
部６は、Ｂモード超音波ラスタデータにスキャンコンバージョン処理を施して、被検体の
組織形状を表すＢモード画像データを生成する。
【００３４】
　また、ボリュームスキャンが行なわれている場合、画像生成部６は、画像記憶部５から
からボリュームデータを読み込み、このボリュームデータに対してボリュームレンダリン
グを施すことにより、被検体の組織形状を立体的に表現する３次元画像データを生成する
。また、画像生成部６は、ボリュームデータに対してＭＰＲ処理（Ｍｕｌｔｉ　Ｐｌａｎ
ｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）を施すことにより、任意断面における画像デー
タ（ＭＰＲ画像データ）を生成する。
【００３５】
　画像生成部６は、上記のようにして生成された超音波画像データを表示制御部７に出力
する。また、画像生成部６は、これら超音波画像データを画像記憶部５に出力する。画像
記憶部５は、これら超音波画像データを記憶する。
【００３６】
　前述のように、超音波診断装置１には心電計３０が接続されている。心電計３０は、被
検体の心電波形（ＥＣＧ（ｅｌｅｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）信号）を取得して制御
部９に入力する。制御部９は、ＥＣＧ信号を受け付け、各超音波ラスタデータに各超音波
ラスタデータが取得されたタイミングで受け付けた心時相を対応付けて画像記憶部５に記
憶させる。たとえば、制御部９は、ＥＣＧ信号からＲ波を検出し、Ｒ波が検出された心時
相に取得された超音波ラスタデータに、Ｒ波を示す心時相を対応付けて画像記憶部５に記
憶させる。
【００３７】
　超音波診断装置１は、被検体の心臓を超音波で走査することで、たとえば、左心室を含
む心臓の超音波画像データ（Ｂモード画像データ、ボリュームデータ等）を心時相ごとに
取得する。すなわち、超音波診断装置１は、心臓の動画像データを取得する。たとえば、
１心周期以上に亘って被検体の心臓を超音波で走査することで、１心周期以上に亘って複
数の心臓の動画像データを取得する。また、制御部９は、各心時相の超音波画像データに
対してその取得タイミングにて受け付けた心時相を対応付けて画像記憶部５に記憶させる
。これにより、動画像を構成する複数の超音波画像データのそれぞれに対し、その超音波
画像データが取得された心時相が対応付けられて画像記憶部５に記憶される。なお、心電
波形（ＥＣＧ信号）の代わりに、被検体の心音波形を取得して、各超音波画像データに心
時相を対応付けるように構成することも可能である。
【００３８】
　表示制御部７は、画像生成部６から超音波画像データを受けて、心臓のＢモード画像、
ＭＰＲ画像、３次元画像等の超音波画像を表示部８１に表示させる。たとえば、オペレー
タが操作部８２を用いて任意の心時相を指定すると、画像生成部６は、指定された心時相
に対応付けられた超音波画像データに基づいて表示用の超音波画像を生成し、表示制御部
７は、その心時相の超音波画像を表示部８１に表示させる。
【００３９】



(8) JP 2009-172186 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

　なお、超音波プローブ２、送受信部３、信号処理部４、画像記憶部５及び画像生成部６
は、超音波画像データを生成するための動作を行うものであり、この発明の「生成手段」
の一例を構成している。また、表示部８１は「表示手段」の一例を構成している。
【００４０】
　また、操作部８２は、この発明の「入力手段」の一例を構成するものであり、被検体識
別情報や特性情報等の各種情報を入力するために用いられる。なお、被検体識別情報は、
被検体を識別するための情報であり、その具体例としては、当該医療機関で発行する患者
ＩＤ、保険証番号、患者氏名などがある。また、特性情報は、被検体の特性を表す情報で
あり、その具体例としては、年齢、性別、身長、体重等の身体的特徴に関する情報や、症
例（傷病名）、病状（傷病の程度）等の傷病に関する情報などがある。なお、特性情報は
、これらに限定されるものではなく、被検体の特性を表す任意の情報であってよい。
【００４１】
　なお、入力手段は、上記のように手作業で情報を入力するものには限定されない。たと
えば、所定の情報を電子カルテデータから自動的に選択して入力するように構成された入
力手段を用いることも可能である。電子カルテデータは、超音波診断装置１や外部装置（
サーバ等）や記録メディアなどに保持されている。自動的な入力手段は、これらに記憶さ
れた電子カルテデータから所定の情報を取得するものである。超音波診断装置１に記憶さ
れた情報を取得する場合、入力手段は制御部９を含んで構成される。外部装置に記憶され
た情報を取得する場合、入力手段は、ＬＡＮカード等の通信インターフェイスと制御部９
とを含んで構成される。記録メディアから情報を取得する場合、入力手段は、ドライブ装
置と制御部９とを含んで構成される。
【００４２】
　制御部９は、超音波診断装置１の各部を制御する。また、制御部９は、画像記憶部５に
記憶されているデータや、画像処理部１０の記憶部２０に記憶されているデータを読み出
す処理を行う。制御部９は、表示制御部７とともに、この発明の「制御手段」の一例を構
成している。
【００４３】
　制御部９には、データ検索部９１が設けられている。データ検索部９１は、操作部８２
により入力された被検体識別情報や特性情報に応じたデータを記憶部２０から検索する。
この検索処理については後述する。
【００４４】
　画像処理部１０は、画像記憶部５に記憶されているデータを受けて、このデータに対し
て各種の画像処理を施す。画像処理部１０には、画像解析部１１と記憶部２０が設けられ
ている。
【００４５】
　記憶部２０には、この発明の「輪郭画像データ」の例として、個別輪郭データ２１と標
準輪郭データ２３が予め記憶される。輪郭画像データは、心筋の輪郭の形態を表す画像デ
ータであり、心筋の内膜及び／又は外膜の（少なくとも一部の）形態を表すものである。
ここで、形態には、形状やサイズなど、心筋の輪郭を表現する任意のファクタが含まれて
いてもよい。
【００４６】
　個別輪郭データ２１は、実際に取得された心臓の画像データから心筋の輪郭に相当する
画像領域を抽出することにより得られる。なお、個別輪郭データ２１は、抽出された画像
領域の形態をそのまま表現するものであってもよいし、抽出された画像領域に対して所定
の画像処理（たとえばスムージング処理）を施して形態を簡略化したものなどであっても
よい。
【００４７】
　個別輪郭データ２１は、たとえば輪郭データ生成部１５によって生成される。輪郭デー
タ生成部１５は、たとえばＭｏｄｉｆｉｅｄ－Ｓｉｍｐｓｏｎ法やＡＣＴ（Ａｕｔｏｍａ
ｔｅｄ－Ｃｏｎｔｏｕｒ－Ｔｒａｃｋｉｎｇ）法などの公知の手法を用いて輪郭に相当す
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る画像領域を抽出することにより個別輪郭データ２１を生成する（特許文献１を参照）。
【００４８】
　このとき、輪郭データ生成部１５は、画像の計測深度を表す情報（計測深度情報）に基
づいて画像のサイズや、フレーム内における画像位置を決定する。計測深度情報は、一般
的な超音波診断装置と同様に、心臓の画像データを取得するための収集条件として得られ
る。計測深度情報は、超音波プローブ２の超音波送受信面から最深計測位置までの距離を
表す。なお、他の収集条件を個別輪郭データ２１に関連付けるようにしてもよい。
【００４９】
　なお、個別輪郭データ２１は、超音波診断装置１以外の超音波診断装置により得られた
画像データを基に生成されたものであってもよいし、超音波診断装置以外の医用画像診断
装置（たとえばＸ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、Ｘ線診断装置等）により得られた画像データ
を基に生成されたものであってもよい。また、個別輪郭データ２１は、超音波診断装置１
以外の装置により生成されたものであってもよい。また、表示された心臓画像中に医師等
が手入力した輪郭に基づいて個別輪郭データ２１を生成することも可能である。
【００５０】
　個別輪郭データ２１は、その被検体の患者ＩＤ２２（被検体識別情報）に関連付けられ
て記憶される。この実施形態では、複数の被検体のそれぞれの個別輪郭データ２１が患者
ＩＤ２２に関連付けられて記憶される。また、個別輪郭データ２１には、上記収集条件も
関連付けられている。
【００５１】
　標準輪郭データ２３は、心筋の輪郭の標準的な形態を表す画像データである。この実施
形態では、被検体の複数の特性（年齢、性別、身長、体重、症例、病状等）のそれぞれの
標準輪郭データ２３が特性情報２４に関連付けられて記憶される。なお、症例としては、
たとえば、肥大型心筋症、拡張型心筋症など、心筋の形態に所見が現れる任意の症例を採
用できる。また、標準輪郭データ２３についても、個別輪郭データ２１と同様の収集条件
（計測深度情報等）を関連付けることができる。
【００５２】
　標準輪郭データ２３は、たとえば、多数の心臓の画像データから抽出された輪郭のサン
プルを統計的に処理する（平均値や中間値や標準偏差等の統計量を演算する）ことにより
作成される。このとき、上記の各特性についてサンプルを集めて処理することにより、各
特性の標準輪郭データ２３がそれぞれ作成される。また、各特性に係る心筋の輪郭につい
て知られている各種情報に基づいて標準輪郭データ２３を生成するようにしてもよい。
【００５３】
　画像解析部１１は、被検体の心臓の画像データを解析し、特に心臓の壁運動に関する情
報を求める。画像解析部１１は、この発明の「解析手段」の一例に相当する。
【００５４】
　画像解析部１１には、輪郭抽出部１２、輪郭画像変形部１３、輪郭追跡部１４及び輪郭
データ生成部１５が設けられている。なお、輪郭データ生成部１５については、個別輪郭
データ２１の説明において前述した。
【００５５】
　輪郭抽出部１２は、心臓の画像データを解析し、この画像データ中の輪郭領域を抽出す
る。輪郭領域とは、心臓の輪郭に相当する画像領域である。輪郭抽出部１２は、この発明
の「抽出手段」の一例を構成している。なお、この抽出処理は、心臓の画像データ中にお
ける輪郭領域の位置を特定するものであってもよいし、特定された輪郭領域を取り出して
、この輪郭領域のみからなる新たな画像データを生成するものであってもよい。
【００５６】
　輪郭抽出部１２が実行する処理の具体例を説明する。輪郭抽出部１２は、たとえば輪郭
データ生成部１５と同様の公知の手法を用いることにより、心臓の画像データ中の輪郭領
域を抽出する。
【００５７】
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　なお、この実施形態では、後述のように心臓画像と輪郭画像（輪郭画像データに基づく
画像）との重ね合わせを行うので、この輪郭画像データを利用して輪郭領域を抽出するこ
とが可能である。たとえば、心臓画像の全体を解析する代わりに、輪郭画像の近傍領域を
解析することにより輪郭領域を抽出することが可能である。その具体例として、輪郭画像
上の各点の近傍領域（当該点から所定画素数以内の領域）を設定し、この近傍領域内の画
素値を解析して境界を特定し、この境界を輪郭領域として採用することができる。また、
心臓画像と輪郭画像との重ね合わせ画像を観察し、視認される輪郭領域と輪郭画像との位
置合わせを手動で行った後に、輪郭抽出部１２による処理を実行することができる。この
ように輪郭画像を利用することにより、輪郭領域の抽出に掛かる時間の短縮を図ることが
できる。
【００５８】
　輪郭画像変形部１３は、輪郭抽出部１２により抽出された輪郭領域に合わせるように輪
郭画像を変形する。輪郭画像変形部１３は、この発明の「変形手段」の一例に相当する。
なお、変形には、形状の変更に加えて、拡大／縮小、平行移動、回転移動等の変換処理が
含まれていてもよい。
【００５９】
　輪郭画像変形部１３が実行する処理についてより具体的に説明する。輪郭画像変形部１
３には、心臓の画像データから抽出された輪郭領域と、輪郭画像データとが入力される。
一般に、超音波プローブ２のあてがい方や、画像の時相や、病状などの各種条件の違いに
より、輪郭領域の形状と輪郭画像の形状とは一致しない。輪郭画像変形部１３は、輪郭領
域の形状と輪郭画像の形状とを比較し、輪郭画像の形状を輪郭領域の形状に合わせるよう
に変形する。この処理には、たとえば画像相関等の公知の画像マッチングを用いることが
可能である。
【００６０】
　なお、輪郭画像変形部１３による輪郭画像の変形処理が施された後に、オペレータが手
作業で更なる変形を加えられるようにしてもよい。
【００６１】
　輪郭追跡部１４には、輪郭画像変形部１３による変形が施された輪郭画像データが入力
される。輪郭追跡部１４は、この輪郭画像データに基づいて心臓の動画像データを解析し
、心筋の輪郭に相当する心臓画像中の輪郭領域を追跡する。
【００６２】
　心臓の動画像データは、所定の時間間隔で時系列に沿って配列された複数のフレーム（
静止画像）により構成される。輪郭追跡部１４は、各フレーム中の輪郭領域を順次に抽出
することにより、当該心臓画像中の輪郭領域を追跡する。この処理は、たとえば、輪郭画
像データに基づく輪郭画像を各フレームに重ね合わせ（画像データとしての重ね合わせで
十分であり、重畳表示まで行う必要はない）、輪郭抽出部１２と同様に輪郭画像の位置の
近傍を解析することにより実行される。また、この処理においては、たとえばＭｏｄｉｆ
ｉｅｄ－Ｓｉｍｐｓｏｎ法やＡＣＴ法などの公知の手法を適用することが可能である。
【００６３】
　画像解析部１１は、心筋の輪郭（内膜や外膜）の追跡結果に基づいて、壁運動を反映す
るパラメータを求める。このパラメータとしては、心臓壁の変位、変位速度、捻れ運動、
捻れ運動の速度、伸縮（ショートニング）、伸縮の速度、心臓壁の運動のストレイン、ス
トレインレート、相対回転勾配などがある。これらのパラメータは、従来と同様の手法で
求めることができる（たとえば特開２００７－３１９１９０号公報を参照）。
【００６４】
［動作］
　超音波診断装置１の動作について説明する。図２に示すフローチャートは、超音波診断
装置１の動作の一例を表している。また、図３～図６は、このフローチャートに示す動作
を説明するための図である。
【００６５】
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　まず、患者登録を行う。患者登録は、当該被検体の患者ＩＤや特性情報を入力すること
により行う（Ｓ１）。
【００６６】
　データ検索部９１は、入力された患者ＩＤに関連付けられた個別輪郭データ２１を記憶
部２０から検索する（Ｓ２）。
【００６７】
　検索された場合、つまり当該被検体の個別輪郭データ２１が有る場合（Ｓ２：Ｙｅｓ）
、データ検索部９１は、当該個別輪郭データ２１を記憶部２０から読み出して画像処理部
１０に送る（Ｓ３）。
【００６８】
　一方、当該被検体の個別輪郭データ２１が検索されなかった場合（Ｓ２：Ｎｏ）、デー
タ検索部９１は、入力された特性情報に関連付けられた標準輪郭データ２３を読み出して
画像処理部１１に送る（Ｓ４）。
【００６９】
　画像解析部１１は、この輪郭画像データ（個別輪郭データ２１又は標準輪郭データ２３
）の収集条件（計測深度情報等）と、今回の検査における収集条件とに基づいて、輪郭画
像を生成する（Ｓ５）。この輪郭画像は、たとえば、透明又は半透明の背景画像中の所定
位置（上記収集条件の比較により決定される位置）に心筋の輪郭を描画した画像である。
なお、今回の検査の収集条件は、この段階までに入力されているものとする（たとえばス
テップ１で入力される）。
【００７０】
　輪郭画像の具体例を図３に示す。図３には、２次元アレイプローブを使用する場合など
、心臓の３次元画像やマルチプレーン画像（ここではバイプレーン画像）を収集する場合
における輪郭画像Ｈ１、Ｈ２が示されている。輪郭画像Ｈ１、Ｈ２は、たとえば、互いに
直交する断面における心筋の輪郭を表している。輪郭画像Ｈ１は、たとえば心尖四腔断層
における心筋の輪郭を表し、輪郭画像Ｈ２は、たとえば心尖二腔断層における心筋の輪郭
を表す。
【００７１】
　符号Ｒ１、Ｒ２は、収集条件に基づいて設定される超音波ビームの走査領域、つまり画
像の収集領域を表している。なお、走査領域Ｒ１、Ｒ２は、実際に画像として形成されて
いる必要はなく、輪郭画像Ｈ１、Ｈ２中における位置が設定されていれば十分である。走
査領域Ｒ１、Ｒ２は、以下のステップ７の重畳表示において、心臓画像と輪郭画像Ｈ１、
Ｈ２との位置合わせなどに用いられる。
【００７２】
　画像Ｌ１、Ｌ２は、それぞれ、心筋の内膜を表す画像（内膜画像）である。また、画像
Ｍ１、Ｍ２は、それぞれ、心筋の外膜を表す画像（外膜画像）である。
【００７３】
　オペレータは、被検体の体表面に超音波プローブ２を当接させるとともに操作部８２を
操作して心臓画像の収集を開始する（Ｓ６）。なお、被検体の体表面には事前に超音波ゼ
リーが塗布されている。
【００７４】
　超音波診断装置１は、所定の時間間隔で超音波ビームを送受信することにより、心臓の
動画像データを生成する。制御部９と表示制御部７は、所定のフレームレートの心臓の動
画像を表示部８１に表示させるとともに、ステップ５で生成された輪郭画像を当該動画像
に重ねて表示させる（Ｓ７）。この処理は、たとえば、心臓の動画像を表示するレイヤ上
に輪郭画像のレイヤを重ねて表示させることにより行う。
【００７５】
　オペレータは、輪郭画像を位置の目安として超音波プローブ２のあてがい方や収集条件
などを調節しつつ、心臓の動画像データを収集することができる。オペレータは、操作部
８２を操作して収集を終了する。収集された動画像データは、制御部９の制御により画像
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記憶部５に保存される（Ｓ８）。
【００７６】
　オペレータは、収集された動画像データを構成するフレームのうちから、所定のフレー
ムを選択する。ここでは、たとえば、心電図のＲ波に対応する拡張末期のフレームを選択
することができる。なお、この選択処理を自動的に行うことも可能である。制御部９は、
選択されたフレームと輪郭画像とを重ねて表示部８１に表示させる（Ｓ９）。
【００７７】
　このときの表示態様の例を図４に示す。なお、ここでは、図３の２つの断面の一方（輪
郭画像Ｈ１側）のみを図示する。図４は、心臓の動画像データの所定のフレームＧ１と輪
郭画像Ｈ１との重ね合わせ表示の例を示している。フレームＧ１には、走査領域Ｒ１内を
超音波ビームで走査して得られた心臓の断層像（たとえば心尖四腔断層像）Ｐ１が描画さ
れている。
【００７８】
　続いて、フレームＧ１中の輪郭領域に対して輪郭画像Ｈ１をフィッティング（ｆｉｔｔ
ｉｎｇ）する（Ｓ１０）。この処理は、たとえば次のようにして行う。まず、輪郭抽出部
１２は、前述の要領でフレームＧ１を解析することにより、断層像Ｐ１の輪郭領域を抽出
する。それにより、フレームＧ１において心筋の内膜及び外膜に相当する画像領域がそれ
ぞれ抽出される。次に、輪郭画像変形部１３は、抽出された内膜の画像領域に合わせて内
膜画像Ｌ１を変形するとともに、抽出された外膜の画像領域に合わせて外膜画像Ｍ１を変
形する。
【００７９】
　輪郭画像が変形された状態を図５に示す。図５には、それぞれ自動的にフィッティング
された内膜画像Ｌ１′と外膜画像Ｍ１′が示されている。オペレータは、必要に応じて、
自動フィッティングの結果を手作業で修正することができる。この修正処理は従来と同様
にして行うことができる。この修正結果を図６に示す。図６には、それぞれ手作業で修正
された内膜画像Ｌ１″と外膜画像Ｍ１″が示されている。
【００８０】
　輪郭追跡部１４は、フィッティング処理後の輪郭画像データに基づいて心臓の動画像デ
ータを解析し、心筋の輪郭に相当する心臓画像中の輪郭領域を追跡する（Ｓ１１）。
【００８１】
　画像解析部１１は、輪郭画像の追跡結果に基づいて、心臓の壁運動のパラメータを求め
る（Ｓ１２）。得られたパラメータは、たとえば記憶部２０に保存されるとともに、オペ
レータの要求に応じて適宜に表示される。
【００８２】
　また、ステップ１０のフィッティング処理が施された輪郭画像データは、当該被検体の
患者ＩＤに関連付けられて記憶部２０に記憶される。このとき、検査日時情報を関連付け
ることも可能である。また、フィッティング処理前の輪郭画像データを処理後の輪郭画像
データに更新するようにしてもよい。以上で、超音波診断装置１の動作の説明を終了する
。
【００８３】
［作用・効果］
　超音波診断装置１の作用及び効果について説明する。
【００８４】
　超音波診断装置１は、心筋の輪郭の形態を表す輪郭画像データを予め記憶している。心
臓の動画像データを従来と同様にして生成すると、超音波診断装置１は、輪郭画像データ
に基づく輪郭画像と、この動画像データに基づく心臓画像とを重ねて表示する。ここで重
畳表示される画像は、動画像でもよいし、静止画像（一フレーム）でもよい。超音波診断
装置１は、輪郭画像データに基づいて動画像データを解析することにより心筋の輪郭に相
当する輪郭領域を追跡する。
【００８５】
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　このような超音波診断装置１によれば、従来のように心筋の輪郭を抽出するための初期
位置を手入力する代わりに、事前に用意された輪郭画像データに基づいて輪郭抽出を行う
ことができるので、検査効率の向上を図ることができる。
【００８６】
　特に、当該被検者の個別輪郭データ２１や、当該被検者の特性に応じた標準輪郭データ
２３を選択的に用いることができるので、検査効率の向上を図ることが可能になっている
。
【００８７】
　また、超音波診断装置１によれば、現に生成されている動画像データに基づく心臓画像
と輪郭画像とを重ねて表示することができるので、画像の収集作業を的確に行うことが可
能である。それにより、画像の収集作業を再度行うリスクを低減させることができ、検査
効率の低下を回避することが可能になる。
【００８８】
［変形例］
　以上に説明した内容は、この発明を好適に実施するための一例に過ぎない。すなわち、
この発明の要旨の範囲内における任意の変形を適宜に施すことが可能である。
【００８９】
　たとえば、上記の実施形態では、被検体の特性に応じた標準輪郭データ２３を自動的に
選択するようになっているが、オペレータが手作業で標準輪郭データ２３を選択するよう
に構成することも可能である。
【００９０】
　そのために、たとえば、図７に示す輪郭画像選択画面１００を表示部８１に表示させる
。輪郭画像選択画面１００には、各種特性に対応する輪郭画像の選択肢が呈示される。こ
の変形例では、各種症例に対応する選択肢が呈示される。より具体的には、この輪郭画像
選択画面１００には、閉塞性肥大型心筋症に対応する輪郭画像１１０、非閉塞性肥大型心
筋症に対応する輪郭画像１２０、及び、拡張型心筋症に対応する輪郭画像１３０が呈示さ
れている。
【００９１】
　記憶部２０には、各輪郭画像１１０～１３０の画像データ（標準輪郭データ２３）が、
特性情報２４（症例）に関連付けられて予め記憶されている。
【００９２】
　オペレータは、当該被検体の超音波画像の所見や、過去の診断記録などに基づいて、輪
郭画像１１０～１３０のうちのいずれかを選択指定する。この指定操作は、対応するソフ
トウェアキー２１０、２２０、２３０をクリックすることにより行うことができる。
【００９３】
　この変形例に係る超音波診断装置は、選択指定された輪郭画像に対応する標準輪郭デー
タ２３を記憶部２０から読み出し、上記実施形態と同様に利用する。
【００９４】
　この変形例によれば、オペレータは所望の輪郭画像を容易に選択して使用することがで
きる。
【００９５】
　上記の実施形態では、静止画像からなる輪郭画像を心臓の動画像とともに表示させてい
るが（図２のステップ７）、動画像からなる輪郭画像を心臓の動画像とともに表示させる
ことも可能である。具体例として、過去に取得された心臓の動画像データから輪郭画像の
動画像データを事前に作成し、これを新たな心臓の動画像とともに表示させることができ
る。なお、輪郭画像の動画像データは、心電図との同期情報に関連付けて記憶することが
望ましい。また、心臓の動画像データを収集しながら、所定間隔で（たとえば各フレーム
毎、又は数フレーム毎に）輪郭画像をリアルタイムで作成して表示するようにしてもよい
。
【００９６】
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　このような輪郭画像の動画像データを用いることにより、輪郭の追跡処理に掛かる時間
の短縮や、画像収集処理の的確性の向上などを図ることができる。なお、動画像からなる
輪郭画像を画像収集処理において表示させるときには、現に収集されている心臓画像の視
認性を向上させるために、輪郭画像を薄く表示させることが望ましい。
【００９７】
　また、拡張末期の輪郭画像と収縮末期の輪郭画像のみを表示させておくことも可能であ
る。それにより、オペレータは、心臓の運動範囲の目安を把握することができる。
【００９８】
［プログラム］
　この発明に係るプログラムの実施形態について説明する。この実施形態に係るプログラ
ムは超音波診断装置を制御する。制御対象となる超音波診断装置は、被検体の心臓に向け
て超音波を送信し、心臓からの反射波を受信し、この反射波の受信結果に基づいて心臓の
動画像データを生成するものである。また、超音波診断装置には、心筋の輪郭の形態を表
す輪郭画像データに基づく輪郭画像が予め記憶されている。
【００９９】
　この実施形態に係るプログラムは、このような超音波診断装置を制御手段及び解析手段
として機能させる。制御手段は、輪郭画像データに基づく輪郭画像と、心臓の動画像デー
タに基づく心臓画像とを重ねて表示手段に表示させる。前述の超音波診断装置１において
は、制御部９と表示制御部７が制御手段に相当している。解析手段は、輪郭画像データに
基づいて動画像データを解析して心筋の輪郭に相当する輪郭領域を追跡する。超音波診断
装置１においては、画像解析部１１が解析手段に相当している。
【０１００】
　このようなプログラムによれば、上記実施形態と同様に、心臓の壁運動の検査の効率化
を図ることができる。なお、上記実施形態にて説明した任意の動作を超音波診断装置に実
行させるように当該プログラムを構成することが可能である。
【０１０１】
　また、この発明に係るプログラムを、コンピュータによって読み取り可能な任意の記録
媒体に記録させることができる。この記録媒体としては、たとえば、光ディスク、光磁気
ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＡＭ／ＤＶＤ－ＲＯＭ／ＭＯ等）、磁気記憶媒体（
ハードディスク／フロッピー（登録商標）ディスク／ＺＩＰ等）などを用いることが可能
である。また、半導体メモリなどにプログラムを記憶させることも可能である。更に、イ
ンターネットやＬＡＮ等のネットワークを通じてプログラムを送受信することも可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態の全体構成の一例を表す概略ブロッ
ク図である。
【図２】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態の動作の一例を表すフローチャート
である。
【図３】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態が実行する処理の一例を説明するた
めの概略図である。
【図４】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態が実行する処理の一例を説明するた
めの概略図である。
【図５】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態が実行する処理の一例を説明するた
めの概略図である。
【図６】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態が実行する処理の一例を説明するた
めの概略図である。
【図７】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態の変形例を説明するための概略図で
ある。
【符号の説明】
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【０１０３】
１　超音波診断装置
２　超音波プローブ
７　表示制御部
９　制御部
１０　画像処理部
１１　画像解析部
１２　輪郭抽出部
１３　輪郭画像変形部
１４　輪郭追跡部
１５　輪郭データ生成部
２０　記憶部
２１　個別輪郭データ
２２　患者ＩＤ
２３　標準輪郭データ
２４　特性情報
８１　表示部
８２　操作部
９１　データ検索部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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摘要(译)

要解决的问题：提高检查心脏壁运动的效率。 SOLUTION：代表心肌轮
廓形状的轮廓图像数据（单个轮廓数据21，标准轮廓数据23）预先存储
在超声诊断设备1的存储单元20中。 当获得心脏的运动图像数据时，超
声诊断设备1将基于轮廓图像数据的轮廓图像和基于获得的运动图像数据
的心脏图像叠加在显示单元81上。 此外，超声诊断设备1的图像分析单
元11通过基于轮廓图像数据并且基于跟踪结果，壁运动的参数来分析运
动图像数据来跟踪与心肌的轮廓相对应的轮廓区域。 要求。 [选型图]图
1
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